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土曜日夜間や日曜日・祝日に急病になったら
6月1日
～30日実施

　「予算の概要」には予算のあらましや主要な事業の概要などを、「新宿区の財政」には、

29年度予算、27年度決算、都区財政調整制度等について掲載しています。

　いずれも区政情報センター（本庁舎1階）・特別出張所で配布しています。新宿区ホー

ムページでもご覧いただけます。

【問合せ】財政課（本庁舎3階）（5273）4049・（3209）1178へ。

　区長が提出した議案は、全て原案どおり可決、同意されました。

【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）（5273）3505・（3209）9947へ。

平成29年第1回区議会定例会 議決結果

◆予算案9件

◎平成29年度予算

平成29年度新宿区一般

会計予算

平成29年度新宿区国民

健康保険特別会計予算

平成29年度新宿区介護

保険特別会計予算

平成29年度新宿区後期

高齢者医療特別会計予算

平成29年度新宿区一般

会計補正予算（第1号）

平成29年度新宿区後期

高齢者医療特別会計補正予

算（第1号）

◎平成28年度補正予算

平成28年度新宿区一般

会計補正予算（第7号）

平成28年度新宿区国民

健康保険特別会計補正予算

（第2号）

平成28年度新宿区後期

高齢者医療特別会計補正予

算（第2号）

◆条例案16件

◎一部改正の条例

新宿区における個人番号

の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部を

改正する条例

新宿区個人情報保護条例

の一部を改正する条例

新宿区職員定数条例の一

部を改正する条例

新宿区職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正

する条例

新宿区職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例

の一部を改正する条例

新宿区住民基本台帳制度

の適正な運用に関する条例

の一部を改正する条例

新宿区立障害者生活支援

センター条例の一部を改正

する条例

児童福祉法等の一部を改

正する法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例

新宿区立子ども園条例の

一部を改正する条例

新宿区保健事業の利用に

係る使用料等を定める条例

の一部を改正する条例

新宿区国民健康保険条例

の一部を改正する条例

新宿区自転車等の適正

利用の推進及び自転車等

駐輪場の整備に関する条

例の一部を改正する条例

新宿区環境土木・都市計

画事務手数料条例の一部を

改正する条例

新宿区地区計画の区域内

における建築物の制限に関

する条例の一部を改正する

条例

新宿区幼稚園教育職員の

勤務時間、休日、休暇等に関

する条例の一部を改正する

条例

新宿区立学校設置条例の

一部を改正する条例

◆その他5件

中央線四ツ谷・信濃町間

を交差する朝日橋補修・補

強工事委託契約の変更につ

いて

中井駅南北自由通路設置

工事委託契約の変更につい

て

特別区道の路線の認定に

ついて

公の施設の指定管理者の

指定について

新宿区副区長選任の同意

について

冊子「平成29年度予算の概要」・

パンフレット「新宿区の財政」を作成しました

　
高
齢
者
や
介
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が
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こ
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を
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介
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菓
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が
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。
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◆
音
カ
フ
ェ
♪
優
ゆ

っ
く
り

　
★

4月
に
新
規
オ
ー
プ
ン

　
音
楽
を
楽
し
め
る
新
し
い
カ
フ

ェ
で
す
。

【
日
時
】
毎
月
第

2金
曜
日
午
後

2時

～

3時

30分
（

4月
は

14日

）

【
会
場
】
優
っ
く
り
村
新
宿
西
落
合

（
西
落
合

2―

8―

7）

【
費
用
】

200円
（
茶
菓
代
）

◆
カ
フ
ェ
「
マ
ザ
ア
ス
」

【
日
時
】
毎
月
第

3月
曜
日
午
後

2時

～

3時

30分
（

4月
は

17日

）

【
会
場
】地
域
密
着
型
複
合
施
設
「
マ

ザ
ア
ス
新
宿
」（
新
宿

7―

3―

31）

【
費
用
】

200円
（
茶
菓
代
）

◆
ほ
っ
と
安
心
カ
フ
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ア
パ
ー
ト
の
集
会
室
を
お
借
り
し

て
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
ど
な
た
で

も
参
加
で
き
ま
す
。

【
会
場
・
日
時
】
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百
人
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四
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パ
ー
ト
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棟
集
会
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百
人
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毎
月
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4水
曜

日
午
後

1時
～

3時
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4月
は

26日
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▼
百
人
町
四
丁
目
第

4ア
パ
ー
ト

14号
棟
集
会
室
（
百
人
町

4―
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14）
…
毎
月
第

1・
第

3木
曜
日
午

後

1時
～

3時
（

4月
は

6日

・

20日

）

▼
百
人
町
四
丁
目
第

5ア
パ
ー
ト

16号
棟
集
会
室
（
百
人
町

4―

4―
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…
毎
月
第

1土
曜
日
午
後

1時

～

3時
（

5月
は

6日

）

【
費
用
】

200円
（
茶
菓
代
）

◆
カ
フ
ェ
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だ
ん
だ
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」

　
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
戸
山

シ
ニ
ア
活
動
館
が
協
働
で
運
営
し

て
い
ま
す
。

【
日
時
】
毎
月
第

2木
曜
日
午
後

1時

～

3時
（

4月
は

13日

）

【
会
場
】
戸
山
シ
ニ
ア
活
動
館

2階

（
戸
山

2―

27―
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【
費
用
】

200円
（
茶
菓
代
）
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（
カ
フ
ェ
メ
モ
リ
ィ
）
原
町

　
毎
週
異
な
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
事
前
に
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

【
日
時
】
原
則
と
し
て
毎
週
木
曜
日

午
後

2時
～

3時
（

4月
は

6日
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／
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【
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町
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複
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施
設
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【
費
用
】
プ
ロ
グ
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よ
り
実
費
負

担
が
異
な
り
ま
す
。
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今
回
お
知
ら
せ
す
る
金
額
は

　
仮
計
算
し
た
金
額
で
す

　
平
成

29年
度
の
介
護
保
険
料
は
、

28年
中
の
所
得
を
基
に
し
た

29年
度

の
住
民
税
課
税
状
況
か
ら
決
定
し
ま

す
。

29年
度
の
住
民
税
は

6月
に
確

定
す
る
た
め
、
今
回
お
知
ら
せ
す
る

金
額
は
、

28年
度
の
住
民
税
課
税
状

況
と
、

29年

4月

1日
現
在
の
世
帯

状
況
を
基
に
仮
計
算
し
た
も
の
で

す
。


年
金
か
ら
引
き
落
と
し

　
（
特
別
徴
収
）
の
方
へ

　
年
金
か
ら
引
き
落
と
さ
れ
る
介

護
保
険
料
の
金
額
を
お
知
ら
せ
す

る
は
が
き
を
、

4月

7日

に
発
送

し
ま
す
。

4月
・

6月
・

8月
の
年
金

か
ら
引
き
落
と
さ
れ
る
保
険
料
は
、

仮
徴
収
額
で
す
。

10月
・

12月
・

30年

2月
の
年
金
か
ら
引
き
落
と
さ
れ
る

本
徴
収
額
は
、

29年
度
の
住
民
税
決

定
後
、

7月
中
旬
に
改
め
て
お
知
ら

せ
し
ま
す
。


納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で

　
お
支
払
い
（
普
通
徴
収
）
の
方

　
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
を

4

月

14日

に
発
送
し
ま
す
。
納
付

書
で
お
支
払
い
の
方
に
は
、
納
付

書
を
同
封
し
て
い
ま
す
。

4月

21

日

ま
で
に
届
か
な
い
と
き
は
、

介
護
保
険
課
資
格
係
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

4月
～

6月
分
は
、
仮
計
算
し
た

額
を
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。

7

月
分
以
降
の
確
定
し
た
金
額
は
、

29

年
度
の
住
民
税
決
定
後
、

7月
中
旬

に
改
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。



3月
中
に

65歳
に
な
っ
た
方
・

　
新
宿
区
に
転
入
し
た

　

65歳
以
上
の
方
等

　
次
の
方
に
は
、
ご
本
人
の

28年
度

の
住
民
税
課
税
状
況
と
資
格
取
得

日
現
在
の
世
帯
状
況
で
算
出
し
た

29年

3月
相
当
分
の
納
付
書
も
同

封
し
て
い
ま
す
。

4月
分
と
と
も

に
、

5月

1日

ま
で
に
お
支
払
い

く
だ
さ
い
。

▼

29年

3月
中
に

65歳
に
な
っ
た

方
（
昭
和

27年

3月

2日
～

4月

1

日
生
ま
れ
の
方
）、
▼

29年

3月

1

日
～

24日
に
新
宿
区
に
転
入
手
続

き
を
し
た
方
、
▼

27年
中
の
所
得
に

変
更
が
あ
っ
た
方


納
付
書
で
お
支
払
い
の
方
は

　
口
座
振
替
の
ご
利
用
を

　
保
険
料
の
お
支
払
い
に
は
、
納
め

忘
れ
の
な
い
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
本
人
名
義
の
ほ
か
、
家

族
名
義
の
口
座
か
ら
引
き
落
と
す

こ
と
も
で
き
ま
す
。
納
入
通
知
書
に

同
封
の
「
預
金
口
座
振
替
（
自
動
払

込
）
依
頼
書
」
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

※
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
で
介

護
保
険
料
を
納
め
て
い
る
方
は
、
口

座
振
替
へ
の
変
更
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
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介
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資
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29年
度

介
護

保
険

料
の

お
知

ら
せ

を
お

送
り

し
ま
す

　区と新宿区商店会連合会では、

商店街の活性化のため、区内の商

店街で買い物やサービスを利用し

た方に総額3,000万円の金券が当

たるキャンペーンを実施します。

詳しくは、「広報しんじゅく」5月

15日号でお知らせする予定です。

【問合せ】産業振興課産業振興係

（3344）0701へ。

商店会に加入していない商店の方へ

　新宿区商店会連合会にお申し込みい

ただくことで応援セールに参加できま

す（事務費負担等あり）。詳しくは、お問

い合わせください。

【申込み】4月14日までに新宿区商店会

連合会事務局（3344）3130へ。

新宿応援セール

参加店を

募集して

います

地
域
安
心
カ
フ
ェ
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

高高
齢齢

者者
やや
介介
護護

者者
のの
交交

流流
のの
場場

　区内で「ものづくり産業」に携わる中小企業・団体等の新製品・新

技術開発事業、国内外の販路開拓事業、海外展開事業を対象に、事

業経費の一部を補助します。今年度は5件程度を募集します。補助

対象事業は審査会の審査で決定します。

【補助金額】1件につき100万円を限度（補助対象経費の3分の2以内）

【申込み】所定の申請書と添付資料を5月31日までに産業振興

課産業振興係（西新宿6―8―2、BIZ新宿4階）（3344）0701・

（3344）0221へ。申請方法等、詳しくはお問い合わせください。

ものづくり産業の事業経費の一部を
補助します ものづくり産業支援事業補助金

65歳
以
上
の
方
へ
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